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転倒する ごみが飛散する 収集用のカゴ等が飛散する

暴風時には危険が伴います暴風時には危険が伴います

台風などの暴風時のごみ出し
　台風などによる暴風時または暴風が予想される場合は、安全のため、収集を中止する場合があります。
収集を中止した場合、代替の収集は行いませんので、次回の収集日に出してください。

ごみの減量化とリサイクルの推進

3Ｒを実践しよう！

1.Ｒｅｄｕｃｅ

　まだ資源として利用可能な紙類やプラスチック類を分別して資源ごみに出したり、生ごみを分別するなど、
もやせるごみを減らす習慣を心がけましょう。

暮らしの中で3Ｒを実践すると、
家庭から出るごみの量は少なくなります。

午前6時までに天候が回復しない場合は、出さないでください。

廃棄物減量等推進員さんの指示にご協力ください
　ごみステーションはそれぞれの自治会に管理をお願いしています。また、田原市では、地区内のごみス
テーションにおいて、ごみ出しルール・マナーの指導を廃棄物減量等推進員さんに委嘱しています。ごみの
出し方等については、推進員さんの指示にご協力をお願いします。

ごみそのものを減らそう！
●マイバッグを持参し、レジ袋を断る。
●マイ箸や水筒を持参する。
●不要なものは買わない、もらわない。
●食事を作り過ぎない、
　食べ残しをしない。

2.Ｒｅｕｓｅ
ものを繰り返し使おう！
●故障したものは修理して使う。
●折込みチラシの裏紙をメモ用紙
　に使う。
●捨てる前に、必要としている人が
　身近にいるか聞いてみる。

3.Ｒｅｃｙｃｌｅ
再び資源として利用しよう！
●お菓子の空き箱や包装紙などは、
　紙袋にまとめて入れて
　資源ごみとして出す。
●リサイクル商品
　を購入する。

生ごみ処理容器・電気
生ごみ処理機の購入
に補助金が出ます
　家庭から出る生ごみの自家
処理を推進するため、生ごみ処
理容器等を設置した家庭に市か
ら補助金を交付します。
●補助率
購入金額の2分の1以内
●補助限度
生ごみ処理容器（1世帯2基まで）
（市内で購入時）3,000円／基
（市外で購入時）2,000円／基
電気生ごみ処理機（1世帯1台まで）
（市内で購入時）25,000円／台
（市外で購入時）15,000円／台
※補助限度等は変更することがあります。
●対象者
市内に住所を有し、市税等に滞納がない方
●申請期限
購入後、当該年度の3月31日までに廃棄物
対策課へ申請してください。
〈申請に必要なもの〉
振込先のわかるもの、領収書の写し（氏名及
び商品の型番が確認できるもの。レシート不
可）、型番がわかるチラシなど

ごみの運搬が困難な場合
　ごみが大量に出た際、または粗大ごみなどを
片付ける際に、ごみを搬入することが自身では
困難なときには、田原市が許可する収集運搬業
者に一般廃棄物（粗大ごみなど）を収集運搬し
てもらうことができます。（有料）詳細は各業者
にお問い合わせください。

※田原市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受
けていない無許可業者は利用しないでくだ
さい。

ごみの不法投棄・ポイ捨ては
法律で禁止されています
注意 ： みだりにごみを捨てた場合、5年以下の

懲役または1,000万円以下の罰金、も
しくはその両方が科せられる場合があ
ります。

　ごみの不法投棄は、たとえ少量であっても犯
罪です。土地や建物の所有者（管理者）は日頃
から不法投棄されないよう適正な維持管理に
努めていただくとともに、不法投棄をしない・さ
せない環境づくりに地域をあげて協力をお願
いします。
　投棄者が不明の場合は、土地所有者（管理
者）に片付けていただくことになります。

屋外焼却行為は法律で禁止
されています
注意 ： 違法な焼却行為をした場合、5年以下の

懲役または1,000万円以下の罰金、も
しくはその両方が科せられます。

　ダイオキシン類発生抑
制と廃棄物の適正処理
の観点から、キャンプファ
イヤー・バーベキュー等
の一部の例外を除いて、
廃棄物の焼却行為は原
則禁止されています。家
庭ごみは、ごみ分別ルー
ルに従って分別してごみ
ステーションへ出してく
ださい。

田原市 一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

※台風でなくても、強風等で自治会の判断により、収集を中止することがあります。
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